
西条市総合福祉センター 利用料見直しのお知らせ

令和8年4月1日から、貸室および備品の利用料が下記のとおり一部改定となります。

貸室･備品等の名称 単位 改定前の利用料（円） 改定後の利用料（円）

会議室1 1時間 300 430

会議室2 1時間 300 430

スクリーン 1台・1回 0 500

ふれあいトレーニングルーム 1人・1回 150 220

水浴訓練室 中学生以下 1人 110 150

水浴訓練室 上記以外 1人 220 300

※改定後の利用料は、令和8年4月1日以降に利用した貸室および備品分から適用となります。

※上表以外の貸室および備品の利用料は現行通りです。

西条市総合福祉センター長


